
改正前 改正後

　（名称及び位置）
第２条　海浜公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置
伊万里人工海浜公園 　略
太良人工海浜公園 　略

　（行為の制限）
第４条　海浜公園内において次の各号に掲げる行為をしようとする者
は、伊万里人工海浜公園にあっては伊万里市長、太良人工海浜公園
にあっては太良町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事
項を変更しようとする者も同様とする。
　(1)・(2)　略
２・３　略

　（名称及び位置）
第２条　海浜公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置
イマリンビーチ 　略
白浜海水浴場 　略

　（行為の制限）
第４条　海浜公園内において次の各号に掲げる行為をしようとする者
は、イマリンビーチにあっては伊万里市長、白浜海水浴場にあっては
太良町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し
ようとする者も同様とする。
　(1)・(2)　略
２・３　略
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